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静岡県産業教育振興会 

 



令和７年度 静岡県産業教育振興会 定期総会 

 

 

 

１ 開会のことば 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 教育長あいさつ 

 

４ 参加者紹介 

 

５ 議   事 

 

      第１号議案 令和６年度 事業報告及び決算報告承認の件 

 

第２号議案 令和７年度 役員改選（案）承認の件 

 

      第３号議案 令和７年度 事業計画（案）及び予算（案）承認の件 

 

６ 連絡事項 

 

７ 静岡県教育委員会高校教育課所管事項説明 

 

８ 閉会のことば 



令和７年度 静岡県産業教育振興会定期総会 

会 長 挨 拶  

静岡県産業教育振興会 

会 長  岸田 裕之 

 

 静岡県産業教育振興会会長を務めております、静岡県商工会議所連合会会長の岸田です。

「令和７年度定期総会」の開会にあたり、一言、ご挨拶を申し上げます。 

 

本日は、静岡県教育委員会高校教育課 向中野（むかいなかの）班長 様をはじめ、会員

の皆様におかれましては、ご多用のところ、またご遠方からご出席を賜り、心からお礼申

し上げます。また、日頃から本会の活動に対しまして、ご理解とお力添えを賜り、厚くお

礼申し上げます。 

 

さて、今年は日本国際博覧会が開催されるなど、インバウンド需要の活性化や企業の設

備投資が増加し、日本の経済には明るい兆しが見える一方で、米国の関税措置による景気

の下振れリスクが懸念されるほか、賃上げ機運に水を差す影響も危惧されるなど、企業の

業況は依然として不安定な状況が続いています。 

加えて、エネルギー価格や原材料価格の高騰、円安、深刻化する人手不足など、企業に

とっては当面、先行き不透明な状況が続くと思われます。 

現在、我が国の経済は「デフレ経済からの脱却」と「成長と分配による経済の好循環」

を実現していく絶好の時代の転換期を迎えています。こうした中、企業経営者には、時代

の大きな変化にあわせ、絶えざるイノベーションを通じ、自己変革に挑戦していくことが

求められますが、その際に大きな柱となるのが DX（デジタルトランスフォーメーション）

とカーボンニュートラルの推進であり、我々経済界においても行政や関係機関とも連携し、

中小企業の取組みをしっかりと支援していくことが期待されています。 

 

教育界においても、教育 DX の加速化により生成 AI や各種教育データの活用からなる指

導や学びの高度化が進められています。一人一台端末が全学年で揃い、センター配信型遠

隔授業が開始されるなど、場所や時間に拘わらない学習環境の整備に伴い、個別最適な学

びと共同的な学びが併行してさらに進められています。また探究活動や行事等での地域連

携および地域貢献活動はより広く行われており、各校における体系的・系統的なキャリア

教育の中に位置づけられることによって効果的に生徒の勤労観・職業観が育まれ、地域を

担う人材育成が期待されるところです。 

 

このような中、本会には産業界と教育界が緊密に連携し、本県の産業教育の振興を図る

とともに、地域社会に貢献する高い志を持った専門的な人材を継続的に輩出できる環境づ

くりに取り組むという、地域社会の存続に欠かせない重大な使命があります。静岡県の産

業教育の更なる充実・発展に向け、今後とも皆様方のご支援とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

結びに、本日の総会では、令和６年度の事業報告・決算ならびに令和７年度の事業計画・

収支予算等についてお諮りいたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、

ご挨拶とさせていただきます。 



 

第1号議案  

 

 

令和６年度 静岡県産業教育振興会事業報告 

 

１ 会 議 等 

項 目 月 日 会 場 摘 要 

(1)静岡県産業教育振興会 ５月16日(木) 静岡農業高校 令和５年度会計監査 

(2)全国産業教育振興会連絡協議会 ５月23日(木) 全商会館 
役員会、総会及び参与・学校代表

委員会議 

(3)産業教育振興中央会 ５月23日(木) 全商会館 評議員会・連絡協議会 

(4)静岡県産業教育振興会 ７月８日(月) 静岡農業高校 
理事会・定期総会 

第１回学校関係理事会 

(5)第34回全国産業教育ﾌｪｱ栃木大会 
10月26日(土) 

10月27日(日) 
ﾗｲﾄｷｭｰﾌﾞ宇都宮他 

作品展示、体験・実演、意見・研

究発表等 

(6)第66回全国産業教育振興大会 10月26日(土) ﾗｲﾄｷｭｰﾌﾞ宇都宮 
全国産業教育振興会関係者による

協議会 

(7)産業教育振興中央会 ２月10日(月) オンライン開催 専門高校就職指導等研究協議会 

(8)静岡県産業教育振興会           ２月４日(火) 静岡農業高校 

第２回学校関係理事会 

御下賜金記念産業教育功労者表彰

伝達式 

(9)静岡県産業教育振興会 ２月４日(火) 静岡農業高校 
企業経営者・専門高等学校連絡協

議会 

 

 

２ 産業教育振興中央会 研修・派遣等 

（１）教員海外産業教育事情研修派遣  令和６年11月10日(日)～11月16日(土)・・・申請なし 

（２）産業教育改善に関する特別研究助成（１件 35,000円）・・・１件  

 

 

３ 静岡県産業教育振興会 産業教育教員の研修等に対する助成 

（１）教員産業視察の助成・・・1件25,000円 

農業 工業 商業 水産 家庭 福祉 計 

２件 １件 ０件 ０件 １件 ０件 ４件 

 

 

（２）教員特別研究の助成・・・1件30,000円 

農業 工業 商業 水産 家庭 福祉 計 

５件 １件 ３件 ０件 １件 ０件 10件 

 

 

（３）静岡県高等学校教育研究会関係部会への助成 

 



 

（４）本会会員高等学校が主管する全国研究会等開催への助成 

全国50,000円 (１件)  東海30,000円 (５件) 

大会種別 部会 助成対象大会名 

全国 家庭 令和６年度 全国高等学校長協会家庭部会 第132回研究協議会(秋季)静岡大会 

東海 

水産 令和６年度 関東・東海地区水産・海洋高等学校 

産業教育意見・体験発表会                                                               

工業 令和６年度 第23回高校生ものづくりコンテスト東海大会兼全国大会予選（木材

加工部門） 

工業 令和６年度 高校生ものづくりコンテストプレ東海大会（シーケンス制御部門） 

商業 令和６年度 東海地区商業教育研究協議会 

工業 令和６年度 東海工業化学教育研究会 

 

 

（５）中央会 教員海外産業教育事情研修派遣者への助成・・・１件25,000円 （申請なし） 

 

 

４ 御下賜金記念産業教育功労者表彰伝達式  令和７年２月４日(火) 

   産業教育振興中央会の御下賜金記念行事による表彰者に対し表彰状授与  

 

 

５ 御下賜金記念専門高等学校優良卒業生選奨 

   産業教育振興中央会の御下賜金記念行事による表彰者に対し表彰状と記念品授与（66名） 

 

 

６ 企業経営者・専門高等学校連絡協議会  令和７年２月４日(火) 

   産業教育振興会会員を対象とした講演会の実施 

 

 

７ 会報76号の発行  

静岡農業高校ホームページに本振興会のリンクを張り、コンテンツを掲載（令和６年９月） 

 

 

 

 



一般会計

収入総額 円

支出総額 円

差引残額 円 　　 (次年度へ繰越）

収入の部 （単位：円）

科　　目 予算額 (A) 決算額(B)

会費 2,074,000 1,992,040

　 学校会費 844,000 867,040

   事業家会費 1,230,000 1,125,000

雑収入 380 631

繰越金 1,010,620 1,010,620

合　　計 3,085,000 3,003,291

支出の部 （単位：円）

科　　目 予算額 流用増減額 決算額(B) 比較増減額(A-B) 備　　　考

会議費 37,000 0 30,308 6,692

   総会費 35,000 0 30,308 4,692 総会用立札、お茶

   役員会議費 2,000 0 0 2,000

事務費 516,000 0 242,384 273,616

   旅費 10,000 0 1,836 8,164 監事旅費等

   事務諸費 500,000 0 240,548 259,452 通信費、印刷費、消耗品費等

   雑費 6,000 0 0 6,000

事業費 2,486,500 0 1,680,349 806,151

　　産業見学等補助費 200,000 0 173,804 26,196 産業視察費、全産協負担金

　 表彰費 476,500 0 289,733 186,767 記念品代、消耗品費等

   会報発行費 40,000 0 0 40,000

   研究助成費 1,750,000 0 1,211,812 538,188 部会助成費、大会助成費、特別研究助成費

   視察費 10,000 0 0 10,000

　 雑費 10,000 0 5,000 5,000 青少年育成会議会費等

予備費 45,500 0 0 45,500

　予備費 45,500 0 0 45,500

合　　計 3,085,000 0 1,953,041 1,131,959

産業教育積立金会計

種　　類 令和５度末残高

産業教育振興積立金 2,190,043

県産業教育振興会積立金 405,444

合　　計 2,595,487

上記のとおり報告します。

（監査報告）

上記の決算について、証拠書類、出納簿を精査したところ、適正かつ正確であることを認めます。

　　令和７年５月８日 令和６年度静岡県産業教育振興会　 会長　　岸田　裕之

　　令和７年５月８日 令和６年度静岡県産業教育振興会　

8 405,452 預金利息

260 2,595,747

252 2,190,295 預金利息

476,500

40,000

1,750,000

10,000

10,000

45,500

45,500

3,085,000

令和６年度中増減 令和６年度末残高 備       考

200,000

△ 81,709

予算現額(A)

37,000

35,000

2,000

516,000

10,000

500,000

6,000

2,486,500

△ 105,000 117団体（実業団体・実業家）からの会費

251 預金利息

0 前年度繰越金

比較増減額(B-A) 備　　　　考

△ 81,960

23,040 3,000円×48校　40円×17,984人(全）　20円×184人(定)

令和６年度 静岡県産業教育振興会会計決算書

3,003,291

1,953,041

1,050,250



　　監事　 村松　文次　（印影省略）

　　監事　 望月　久資　（印影省略）



役    名 職                    名 氏    名 住                所

顧 問 静岡県知事 鈴木　康友 静岡市葵区追手町９－６

顧 問 静岡県教育委員会教育長 池上　重弘 静岡市葵区追手町９－６

会 長 (一社)静岡県商工会議所連合会会長 岸田　裕之 静岡市葵区黒金町２０－８

副会長 静岡県立静岡農業高等学校長 新林　章輝 静岡市葵区古庄３－１－１

理 事 (一社)静岡県商工会議所連合会専務理事・事務局長 中村　泰昌 静岡市葵区黒金町２０－８

理 事 静岡県中小企業団体中央会理事 眞野　匡雄 静岡市葵区追手町４４－１

理 事 静岡県商工会連合会専務理事 窪田　賢一 静岡市葵区追手町４４－１

理 事 (一社)静岡県経営者協会専務理事 鈴木　良則 静岡市葵区追手町１０－３０３

理 事 静岡県立科学技術高等学校長 大澤　　貢 静岡市葵区長沼500－１

理 事 静岡県立静岡商業高等学校長 松浦　真一郎 静岡市葵区田町７－90

理 事 静岡県立焼津水産高等学校長 沼里　智彦 焼津市焼津５－５－２

理 事 静岡県立清流館高等学校長 山梨　祥子 焼津市上新田29－１

理 事 静岡県立御殿場高等学校長 西川　勝啓 御殿場市御殿場192－１

理 事 城南静岡高等学校長 村上　紀彦 静岡市駿河区南八幡町１－１

監 事 焼津商工会議所専務理事 村松　文次 焼津市焼津４－15－24

監 事 静岡県立田方農業高等学校長 久保田　豊和 田方郡函南町塚本961

令和７年度　静岡県産業教育振興会役員改選

※新役員は氏名欄にアンダーライン

第2号議案



 

 

 

令和７年度 静岡県産業教育振興会事業計画 

１ 会議等 

項 目 月 日 会 場 摘 要 

(1)静岡県産業教育振興会 ５月８日(木) 静岡農業高校 令和６年度会計監査 

(2)全国産業教育振興会連絡協議会 ５月29日(木) 全商会館 役員会、総会 

(3)産業教育振興中央会 ５月29日(木) 全商会館 
産振中央会参与・学校代表委員会

議 

(4)静岡県産業教育振興会 ７月８日(火) 静岡農業高校 
理事会・定期総会 

第１回学校関係理事会 

(5)第35回全国産業教育ﾌｪｱ福島大会 
10月25日(土) 

     26日(日) 

ビッグパレットふく

しま 他 

作品展示、体験・実演、意見・研

究発表等 

(6)第67回全国産業教育振興大会 10月26日(土) 
郡山ビューホテルア

ネックス 

全国産業教育振興会関係者による

協議会 

(7)産業教育振興中央会 ２月（予定）  専門高校就職指導等研究協議会 

(8)静岡県産業教育振興会           ２月５日(木) 静岡農業高校 

第２回学校関係理事会 

御下賜金記念産業教育功労者表彰

伝達式 

(9)静岡県産業教育振興会 ２月５日(木) 静岡農業高校 
企業経営者・専門高等学校連絡協

議会 

 

 

２ 産業教育振興中央会 研修・派遣等 

（１）教員海外産業教育事情研修派遣 （派遣国 スペイン） 

令和７年11月16日(日)～11月22日(土)・・・申請なし 

（２）産業教育改善に関する特別研究助成（１件35,000円）・・・１件申請中  

 

 

３ 静岡県産業教育振興会 産業教育教員の研修等に対する助成 

（１）教員産業視察の助成・・・1件25,000円 

農業 工業 商業 水産 家庭 福祉 計 

３件 ０件 １件 ０件 ３件 ０件 ７件 

 

（２）教員特別研究の助成・・・1件30,000円 

農業 工業 商業 水産 家庭 福祉 計 

５件 ０件 １件 ０件 １件 ０件 ７件 

 

（３）静岡県高等学校教育研究会関係部会への助成 

 

 

第３号議案 



 

（４）本会会員高等学校が主管する全国研究会等開催への助成 

全国50,000円 (０件)   東海30,000円 (11件) 

大会種別 部会 助成対象大会名 

東海 

農業 第 76回関東地区学校農業クラブ連盟 令和７年度静岡大会  

農業 

(総合) 

令和７年度東海地区高等学校総合学科高等学校長協会及び第 1回研究協議会(6月) 

第 26回東海地区高等学校総合学科教育研究大会及び令和７年度第２回東海地区総合

学科研究協議会(11月) 

工業 第 24回高校生ものづくりコンテスト東海大会 旋盤部門  

工業 令和７年度第24回高校生ものづくりコンテスト東海大会（木材加工部門） 

工業 第 24回高校生ものづくりコンテスト東海大会 電子回路組立部門 

工業 令和７年度高校生ものづくりコンテストプレ東海大会 シーケンス制御部門 

工業 
令和７年度東海地区建築教育研究会理事会、総会並びに研究会(6月) 

令和７年度東海地区建築教育研究会協議会(1月) 

工業 令和７年度東海地区工業高等学校長教育研究会 総会・研究協議会 

商業 第 47回東海地区高等学校商業実務総合競技大会  

家庭 令和７年度全国高等学校長協会家庭部会 東海地区連絡・研究協議会 

福祉 第 10回東海地区高校生介護技術コンテスト  

 

（５）中央会 教員海外産業教育事情研修派遣者への助成…１件 25,000円  

 

 

４ 御下賜金記念産業教育功労者表彰伝達式   令和８年２月５日（木） 

産業教育振興中央会の御下賜金記念行事による表彰者に対し表彰状授与     

 

 

５ 御下賜金記念専門高等学校優良卒業生選奨 

産業教育振興中央会の御下賜金記念行事による表彰者に対し表彰状と記念品授与 

 

 

６ 企業経営者・専門高等学校連絡協議会   令和８年２月５日（木） 

産業教育振興会会員を対象とした講演会の実施     

 

 

７ 令和７年度 会報 77号の発行  

静岡農業高校ホームページに本振興会のリンクを張り、コンテンツを掲載（令和７年９月頃予定） 

 

 



一般会計

収入総額 3,038,000 円

支出総額 3,038,000 円

差引残額 0 円

収入の部 （単位：円）

科　　　目 予 算 額(A) 前年度予算額(B) 比較増減額(A-B)

会費 1,987,000 2,074,000 △ 87,000

　 学校会費 862,000 844,000 18,000

   事業家会費 1,125,000 1,230,000 △ 105,000

雑収入 750 380 370

繰越金 1,050,250 1,010,620 39,630

合　　　計 3,038,000 3,085,000 △ 47,000

支出の部 （単位：円）

科　　　目 予 算 額(A) 前年度予算額(B) 比較増減額(A-B)

会議費 32,000 37,000 △ 5,000

   総会費 30,000 35,000 △ 5,000

   役員会議費 2,000 2,000 0

事務費 496,000 516,000 △ 20,000

   旅費 10,000 10,000 0

   事務諸費 480,000 500,000 △ 20,000

   雑費 6,000 6,000 0

事業費 2,470,000 2,486,500 △ 16,500

　　産業見学等補助費 200,000 200,000 0

　 表彰費 470,000 476,500 △ 6,500

   会報発行費 40,000 40,000 0

   研究助成費 1,740,000 1,750,000 △ 10,000

   視察費 10,000 10,000 0

　 雑費 10,000 10,000 0

予備費 40,000 45,500 △ 5,500

　 予備費 40,000 45,500 △ 5,500

合　　　計 3,038,000 3,085,000 △ 47,000

※科目間の流用を認める。

産業教育積立金会計 （単位：円）

種　　　類 令和６年度末残高 令和７年度中増減 令和７年度末残高

産業教育振興積立金 2,190,295 252 2,190,547

県産業教育振興会積立金 405,452 8 405,460

合　　　計 2,595,747 260 2,596,007

総会用消耗品、お茶代等

令和７年度 静岡県産業教育振興会会計予算書

備　　　　考

3,000円×48校　40円×17,860人(全）　20円×180人(定)

5,000円×1口(実業団体)・4,000円×1口(実業家）※117団体を見込

預金利息等

前年度繰越金

備　　　　　考

青少年育成会議会費

資料印刷費等

監事旅費等

通信費、印刷費、消耗品費等

産業視察助成費、全産協負担金等

会場借上費、記念品代、消耗品費等

会報印刷費等

部会助成費、大会助成費、特別研究助成費等

大会参加費等

備       考

預金利息

預金利息



別紙1

番号 設置者 学校名 郵便番号 所在地 規模

1 県 静岡県立下田高等学校南伊豆分校 415-0306 賀茂郡南伊豆町石井５８ 0558-62-0103 0558-62-2799 〇

2 県 静岡県立田方農業高等学校 419-0124 田方郡函南町塚本９６１ 055-978-2265 055-978-2267

3 県 静岡県立富岳館高等学校 418-0073 富士宮市弓沢町７３２ 0544-27-3205 0544-26-8849

4 県 静岡県立駿河総合高等学校 422-8032 静岡市駿河区有東３－４－１７ 054-260-6688 054-288-5550

5 県 静岡県立静岡農業高等学校 420-0812 静岡市葵区古庄３-１－１ 054-261-0111 054-264-2226

6 県 静岡県立藤枝北高等学校 426-0016 藤枝市郡９７０ 054-641-2400 054-641-2827

7 県 静岡県立小笠高等学校 439-0022 菊川市東横地１２２２－３ 0537-35-3181 0537-36-4690

8 県 静岡県立遠江総合高等学校 437-0215 周智郡森町森２０８５ 0538-85-6000 0538-85-6111

9 県 静岡県立天竜高等学校 431-3314 浜松市天竜区二俣町二俣６０１ 053-925-3139 053-925-7422

10 県 静岡県立磐田農業高等学校 438-8718 磐田市中泉１６８ 0538-32-2161 0538-32-6691

11 県 静岡県立浜松湖北高等学校 431-2213 浜松市浜名区引佐町金指１４２８ 053-542-0016 053-542-1466

12 県 静岡県立浜松大平台高等学校 432-8686 浜松市中央区大平台４－２５－１ 053-482-1011 053-485-8111

13 県 静岡県立伊豆総合高等学校 410-2401 伊豆市牧之郷８９２ 0558-72-3322 0558-72-1955

14 県 静岡県立沼津工業高等学校 410-0822 沼津市下香貫八重１２９－１ 055-931-0343 055-934-3016

15 県 静岡県立吉原工業高等学校 417-0847 富士市比奈２３００ 0545-34-1045 0545-38-3018

16 県 静岡県立科学技術高等学校 420-0813 静岡市葵区長沼５００－１ 054-267-1100 054-267-1123

17 県 静岡県立島田工業高等学校 427-8541 島田市阿知ケ谷２０１ 0547-37-4194 0547-37-1177

18 県 静岡県立掛川工業高等学校 436-0018 掛川市葵町１５－１ 0537-22-7255 0537-22-6950

19 県 静岡県立浜松工業高等学校 433-8567 浜松市中央区初生町１１５０ 053-436-1101 053-437-9988

20 県 静岡県立浜松城北工業高等学校 430-0906 浜松市中央区住吉５－１６－１ 053-471-8341 053-471-4662

21 県 静岡県立伊豆伊東高等学校 414-0051 伊東市吉田748-1 0557-44-1111 0557-44-0011

22 県 静岡県立裾野高等学校 410-1118 裾野市佐野９００－１ 055-992-1125 0559-92-1016

23 県 静岡県立沼津商業高等学校 411-0917 駿東郡清水町徳倉１２０５ 055-931-7080 055-934-3360

24 県 静岡県立富士宮北高等学校 418-0053 富士宮市宮北町２３０ 0544-27-2533 0544-23-8021

25 県 静岡県立静岡商業高等学校 420-0068 静岡市葵区田町７－９０ 054-255-6241 054-255-9241

26 県 静岡県立島田商業高等学校 427-0058 島田市祇園町８７０７ 0547-37-4167 0547-35-2341

27 県 静岡県立相良高等学校 421-0596 牧ノ原市波津１７００－３ 0548-52-1133 0548-52-1135 〇

28 県 静岡県立袋井商業高等学校 437-0061 袋井市久能２３５０ 0538-42-2285 0538-42-6728

29 県 静岡県立磐田西高等学校 438-0078 磐田市中泉２６８０－１ 0538-34-5217 0538-37-8364

30 県 静岡県立浜松商業高等学校 432-8004 浜松市中央区文丘町４－１１ 053-471-3351 053-475-2109

31 県 静岡県立浜松東高等学校 431-3105 浜松市中央区笠井新田町１４４２ 053-434-4401 053-435-0620

32 県 静岡県立焼津水産高等学校 425-0026 焼津市焼津５－５－２ 054-628-6148 054-628-1556

33 県 静岡県立御殿場高等学校 412-0028 御殿場市御殿場１９２－１ 0550-82-0111 0550-83-3154

34 県 静岡県立富士宮東高等学校 418-0022 富士宮市小泉１２３４ 0544-26-4177 0544-26-0007 〇

35 県 静岡県立清流館高等学校 421-0206 焼津市上新田２９２－１ 054-622-3411 054-622-3472 〇

36 県 静岡県立磐田北高等学校 438-0086 磐田市見付２０３１－２ 0538-32-2181 0538-37-8354 〇

37 市 富士市立高等学校 417-0847 富士市比奈１６５４ 0545-34-1024 0545-38-3223

38 市 静岡市立清水桜が丘高等学校 424-8752 静岡市清水区桜が丘町７－１５ 054-353-5388 054-354-1466

39 私 飛龍高等学校 410-0013 沼津市東熊堂４９１ 055-921-7942 055-924-6998

40 私 静清高等学校 426-0007 藤枝市潮８７ 054-641-6693 054-644-8715

41 私 加藤学園高等学校 410-0022 沼津市大岡自由ヶ丘１９７９ 055-921-0347 055-924-4733

42 私 清水国際高等学校 424-0809 静岡市清水区天神１－４－１ 054-366-4155 054-365-9137

43 私 城南静岡高等学校 422-8074 静岡市駿河区南八幡町１－１ 054-285-6156 054-284-0660

44 私 浜松修学舎高等学校 430-0851 浜松市中央区向宿２－２０－１ 053-461-7356 053-461-7559

45 私 知徳高等学校 411-0944 駿東郡長泉町竹原３５４ 055-975-0080 055-976-0735

46 私 静岡女子高等学校 422-8076 静岡市駿河区八幡３－６－１ 054-285-2274 054-282-2757

47 私 藤枝順心高等学校 426-0067 藤枝市前島２－３－１ 054-635-1311 054-635-6119 〇

48 私 浜松啓陽高等学校 433-8101 浜松市中央区三幸町４２１ 053-420-0431 053-420-0434

令和７年度公益財団法人産業教育振興中央会　学校会員名簿

都道府県(　　静岡県　　　)

TEL・FAX

注 1．「番号」欄は、整理番号として付して下さい。

2．「規模」欄は、小規模校について○印を付して下さい。

小規模校とは、単数（1学年、1クラス）の専門学科、類型、系列、コースを置く全日制、定時制高校としています。















 
 

静岡県産業教育振興会会則 
 
 

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 本会は、静岡県産業教育振興会と称する。 

（組織） 

第２条 本会は、産業教育関係学校、実業団体、実業家及び有志者をもって組織する。 

（事務局） 

第３条 本会の事務局は、副会長在任の高等学校に置く。 

２ 事務局の運営に当たっては、静岡県教育委員会が支援する。 

３ 事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。 

（部会） 

第４条 本会に部会を設けることができる。部会は、農業、工業、商業、水産、家庭及び福祉の６部

会とする。 

 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第５条 本会は、会員の協力により産業と教育の連携を密にし、産業教育の振興を図ることを目

的とする。 

（事業） 

第６条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１ 産業教育に関する生徒の学習及び研究活動への助成 

２ 静岡県産業教育審議会答申の具現化等への助成 

３ 産業教育に関する教員の研修及び研究活動への助成 

４ 産業教育に功労ある教員及び優秀な卒業生の顕彰 

５ その他産業教育振興上必要な事業 

 

 

第３章 役 員 

 

（役員） 

第７条 本会に次の役員を置く。 

 会長１人、副会長若干名、理事10人以内、監事２人。 

（役員の選出） 

第８条 会長及び副会長は、定期総会における会員による選挙によって選出するものとし、任期は

１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 理事及び監事は、会長が指名する。 

３ 本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 

（役員の任務） 

第９条 会長は、本会を代表し、会務を総理するとともに、会議を招集し、その議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理する。 

３ 理事は、理事会を組織し、会務を審査し、処理する。 

４ 監事は、会務及び会計を監査する。 

 

 



 

第４章 会 議 

（会議） 

第10条 本会の会議を分けて総会及び理事会とする。 

２ 定期総会は、毎年一回（原則として６月）これを開催し、会務の報告、決算の承認、予算及び事 

業計画、その他重要な事項の審議議決並びに会長及び副会長の選挙を行う。 

３ 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。 

４ 理事会は、会長が必要の都度これを招集し、総会に提出すべき議案その他本会の運営につい

ての重要な事項を審議する。 

 

 

第５章 経 費 

 

（経費） 

第 11条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他をもってこれに充てる。本会の会計年

度は毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

（会費） 

第12条 本会の会費は、次のとおりとする。 

１ 学校にあっては年額3,000円 

２ 産業教育関係学校においては、それぞれの専門に関する学科等の在学生徒１人当たり年額、

全日制の課程40円、定時制の課程20円で算定した金額 

３ 実業団体にあっては１口年額5,000円 

４ 実業家並びに有志者にあっては１口4,000円 

 

 

第６章 補 則 

（会則の変更） 

第13条 本会則の変更は、総会の議決による。 

 

附則 

 １  本会則は昭和42年６月19日より実施する。 

 ２  昭和４３年6月25日一部改正  

 ３  昭和５２年6月20日一部改正 

 ４  昭和５５年5月19日一部改正 

 ５  昭和５７年5月19日一部改正 

   ６  昭和５９年5月14日一部改正 

   ７  平成 ４年6月16日一部改正 

   ８  平成 ６年6月  8日一部改正 

   9  平成 ７年6月  2日一部改正 

10  平成 ９年5月３０日一部改正 

11  平成１０年6月 ４日一部改正 

12  平成１６年6月１０日一部改正 

13  平成１９年5月２９日一部改正 

14  平成２０年2月 １日一部改正 

15  平成２７年7月 １日一部改正 

  



静岡県産業教育振興会庶務基準 

 

第１条  本会会則第 11 条の規定により設けられた各部会への助成金は、各部会に

属する産業教育関係高等学校全日制の課程の大学科募集定員の総数（Ａ）と、定

時制の課程の大学科募集定員総数を２で除して得られた数（Ｂ）の和（（Ａ）＋

（Ｂ））に、次の額を掛けて得られた額とする。なお、総合学科については、募

集定員を産業教育関係系列数に応じて人数を配分する。 

(1)  ２，０００人まで･････････････････････４０円 

(2)  ２，００１人～ ５，０００人･････････３０円 

  (3) ５，００１人～１０，０００人･････････２５円 

  (4) １０，００１人以上･･･････････････････ ７円 

     ア 前項により得られた額に 10,000円未満の端数が生じた場合には 

10,000円未満の数を四捨五入して得られた額とする。 

   イ  前項より得られた額が 80,000円に満たない場合は 80,000円とする。 

     ウ  助成金の交付を得ようとする場合は、申請書を会長あてに提出しなけれ

ばない。また、事業報告並びに決算報告を年度末に会長あてに提出しなけ

ればならない。 

 

第２条 産業教育に関する各種の調査研究（以下教員特別研究という。）並びに視

察員（以下教員産業視察という。）中央会主催の海外産業教育事情研修派遣者に

決定した者について（以下海外研修という。）の助成金は次のとおりとする。 

(1) 教員特別研究にあっては１件 30,000円              

  (2)  教員産業視察にあっては県費規程による旅費および雑費 3,000 円（上限

25,000円） 

  (3)  上記助成金の交付を得ようとする場合は、領収書のコピーを添付の上、申

請書を会長あてに提出しなければならない。また、事業終了報告書を翌年２

月末までに会長あてに提出しなければならない。 

 (4)  海外研修にあっては、中央会からの助成金とは別に本会より１件 25,000円

助成する。（これについては、領収書添付は不要とする。） 

 

第３条 本会の部会並びに在会する高等学校が主管する各種大会のうち、東海大会

以上の規模を有する大会の開催に対する補助金は次のとおりである。 

(1)  東海大会等の規模を有する大会の開催にあっては 30,000円 

(2)  全国大会等の規模を有する大会の開催にあっては 50,000円 

(3)  上記助成金の交付を得ようとする場合は、申請書を会長あてに提出しなけれ

ばならない。また、事業終了後 20日以内に実務報告書を会長あてに提出しな

ければならない。  



 

第４条 東海地区産業教育振興連絡協議会（以下東海大会）並びに全国産業教育振

興連絡会（以下全国大会という。）の参加者のうち次の者に旅費を支給するもの

とする。 

(1)  東海大会にあっては、会長、副会長、県教委（高校教育課長）、本県発表者、

事務局員 

  (2)  全国大会にあっては会長、副会長、県教委（高校教育課長）、本県発表者 

 

第５条 産業教育振興中央会賜金記念産業教育功労者表彰規程第５項「その他産業

教育に関係あるもので、特に功労のあるもの。」に該当する候補者として、理事会

の承認を得て産業教育振興中央会へ推薦する者は、次の何れかに該当するものとす

る。 

 (1)  本会役員（高等学校関係者を除く。）として１５年以上在任した者。 

 (2)  本会役員として特に功労のあった者  

 

第６条 産業教育功労者及び学校優良卒業生の表彰については、産業教育振興中央

会の表彰規程基づく被表彰者とする。  

学校優良卒業生については、１人 2,000円の図書券を贈呈する。 

 

      附 則 

１ この基準は昭和 59年 ５月１４日より実施する。 

２ 平成 18年 ６月 ５日一部改正 

３ 平成 20年 ５月 19日一部改正 

４ 平成 22年 ５月 30日一部改正 

５ 平成 24年 ６月 14日一部改正 

６ 平成 27年 ７月 １日一部改正 

 



 

 

静岡県産業教育振興会備品運用委員会規定 
 

（名 称） 

 

第 １ 条   この会は静岡県産業教育振興会備品運用委員会（以下「運用委員会」という）。 

 

（目 的） 

 

第 ２ 条   運用委員会は静岡県産業教育振興会備品運用細則（以下「運用細則」という）に基づき企     

業より中古機機類の譲渡または寄贈をうけた産業教育関係高校について、その円滑な利用を     

図り、産業教育関係高校生の技術・技能の向上を図ることを目的とする。 

 

（業 務） 

 

第 ３ 条   運用委員会は前条の目的を達成するために、次の業務を行う。 

          （１）譲渡希望の募集 

          （２）査  定 

          （３）希望調査 

          （４）分  配 

          （５）その他の目的を達成するための必要な業務 

 

（組 織） 

 

第 ４ 条   運用委員会は次の委員をもって組織する。 

           （１）工業高校校長３名（東中西各１名） 

           （２）農業高校校長１名 

           （３）商業高校校長１名 

           （４）静岡県教育委員会担当指導主事１名 

           （５）実業団体代表１名 

 

第 ５ 条   委員は毎年定期総会に選出され、任期は１ヶ年とする。但し重任をさまたげない。 

 

第 ６ 条   運用委員会は次の役員を置く。 



 

 

           （１）委員長１名 

           （２）副委員長１名 

 

第 ７ 条   役員は委員の互選による。 

 

第 ８ 条   運用委員会の事務局は静岡県教育委員会におく。但し、当分の間は事務局を別に定める。 

 

第 ９ 条   運用委員会に査定会をおく。 

 

第 10 条   査定会の組織、業務は運用細則においてこれを定める。 

 

（役員の業務） 

 

第 11 条   委員長は運用委員会を代表し会務を総理する。 

 

第 12 条   副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職を代行する。 

 

（会 議） 

 

第 13 条   運用委員会の会議は必要に応じ開催する。 

 

第 14 条   会議は委員長が招集する。 

 

第 15 条   会議の議長は委員長がこれにあたる。 

 

（委 任） 

第 16 条   この規程は定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。 

 

  附    則 

  １．この規程は昭和 60 年６月６日より施行する。 

  ２．平成９年５月 30 日一部改正 

 



 

 

静岡県産業教育振興会備品運用細則 

 

第 １ 条   運用委員会は企業に対し、産業教育関係高校に対する中古機器の譲渡希望を年一回     

募集する。 

 

第 ２ 条   運用委員会は企業より応募した物品について査定会をもうけ査定する。 

 

第 ３ 条   査定会の委員は委員長が委嘱する。 

 

第 ４ 条   査定会は次の委員をもって組織する。 

 

       （１）産業教育関係高校副校長・教頭 若干名 

 

第 ５ 条   査定会は次の業務を行う。 

 

       （１）査定に関すること 

       （２）運搬に関すること 

       （３）修理に関すること 

       （４）その他 

 

第 ６ 条   運用委員会は査定に適合した物品について分配計画を作成する。 

 

第 ７ 条   運用委員会は分配計画に基づき希望校に貸与する。 

 

第 ８ 条   譲渡品の運搬、修理、管理等の経費は、静岡県産業教育振興会が負担する。 

 

第 ９ 条   運用委員会は譲渡品に対し台帳を作成し、学校は分管簿を作成する。 

 

第 10 条   運用委員会は査定会で特に優秀な譲渡品と査定した場合は、静岡県産業教育振興会     

会長に表彰を具申することができる。 

 

第 11 条   廃棄を必要とする場合は、運用委員会の許可を得て行う。 

 

  附  則 

 

     １．この細則は昭和 60年６月６日より施行する。 

 

     ２．平成 9年 5月 30日一部改正 

     平成 21年 5月 19日一部改正 

（注） 第８条の譲渡品の運搬、修理、管理等の経費を静岡県産業教育振興会が負担する場合、     

静岡県教育委員会よりの補助金が必要となる。 


